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○酒田港背後(庄内地域）では、産業を支える研究機関の立地と共に、製造業の企業立地や設備投資が進み、酒田港
は、製造企業の原材料の調達や対岸諸国・東南アジアへの製品の輸出の物流拠点の役割を担う。

○酒田港及びその周辺には、火力、バイオマス、太陽光、風力の各種発電施設が集中し、県のエネルギー拠点の役
割を担う（山形県の発電量の60％）

○酒田港周辺や背後90分圏内には歴史や自然に触れられる魅力的な観光資源が多く、酒田港は、県内観光産業の
振興に向けたクルーズ船による外国人観光客の受入拠点として期待されている。

製造品出荷額の推移
酒田港から

90分アクセス圏

酒田港

加茂港

凡例

クルーズ船寄港時にツアー等
が組まれる主要な観光地

鼠ヶ関港
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1 ：飛島
2 ：十六羅漢岩
3 ：鳥海山
4 ：加茂水族館
5 ：善寶寺
6 ：致道博物館
7 ：庄内映画村
8 ：出羽三山(羽黒山)
9 ：最上峡

酒田港 港湾計画改訂
令和2年2月19日
交通政策審議会
第78回港湾分科会

資料2-3

■酒田港
定期航路：韓国航路 2便/週

中国･韓国航路 1便/週
取扱貨物量：328万ﾄﾝ(2018年)

県内産業の物流拠点
クルーズ客の受入拠点
静脈物流拠点(リサイクルポート)
バルク貨物拠点
緊急物資輸送の拠点

■加茂港
定期航路：－
取扱貨物量：0.2万ﾄﾝ(2018年)

地域水産業の拠点

■鼠ヶ関港
定期航路：－
取扱貨物量：7.8万ﾄﾝ(2018年)

地域物流と地域水産業の拠点
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酒田港が担う役割（地域産業の物流拠点）

○酒田港背後の主力産業である製造業の原材料の調達や、対岸諸国・東南アジアへの製品の輸出等
の物流拠点となっている。コンテナ岸壁（－１４ｍ）の整備等、民間投資に対応して港湾機能の強化を
進め企業活動を支援してきている。

北部工場
(H28秋稼働)

西部工場
(H26.2稼働、
H27.2増設)

東部工場

中国・ロシアでの旺盛な需要に
対応するため、自社の酒田工場
をグローバル供給拠点として位置
付けており、製造した日用品（紙
おむつ）の全量を酒田港から輸出
している。

富裕層増加や市場規模拡大を
受け、引き続き拡大が見込まれる。

東南アジアの人口増加、工場
立地増加を受け、飲料水、プー
ル水、工場排水などの殺菌・消
毒に用いられる化学薬品（高度
さらし粉）の需要が高まっている。

企業としては、最大生産能力、
出荷貨物数を増やす計画を考え
ている。

日用品（輸出）取り扱い企業状況

化学薬品（輸出）取り扱い企業状況

くん蒸上屋
酒田港西ふ頭
《H30.5指定》

村山地域

シンガポール・香港など

最上地域

庄内地域

中国

玄米

精米

精米工場
天童市

《未指定》

精米・玄米の輸出（将来イメージ）

リーファーコンテナと
コンセント

冷蔵倉庫・冷凍倉庫
（イメージ）

○農水産物輸出対応ﾀｰﾐﾅﾙ機能強化

高度さらし粉の原料である
原塩の荷役状況
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酒田港が担う役割（静脈物流の拠点）

○２００３年にリサイクルポートに指定。山形県がリサイクル企業への設備投資への補助を行う等、リサ
イクル産業の誘致に取り組み、港周辺に１５社立地。

廃自動車リサイクル事業

遊技機器リサイクル事業

アルミリサイクル事業

廃自動車リサイクル事業

汚泥リサイクル事業

古紙、廃プラ、廃パソコン
リサイクル事業

本港地区

外港地区

北港地区

石炭灰リサイクル事業

鉄屑リサイクル事業

石炭灰リサイクル事業

木くず・汚泥リサイクル事業

木くずリサイクル事業

古紙・廃プラ・木くず
リサイクル事業

鉄屑リサイクル事業

廃プラリサイクル事業

凡例（リサイクル関連企業） 企業数

●：鉄・金属系 ６

●：木くず・汚泥 ４

●：その他 ５
N

廃自動車リサイクル事業

413

317
343

460 469
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504
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496

376
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（単位：千トン）

その他

鉄鋼スラグ

古紙

廃プラスチック

中古品(自動車部品等)

バイオマス燃料

金属くず

石炭灰

酒田港取扱リサイクル貨物量の内訳（H30）

韓国
56,605

韓国

75,027

台湾
14,989

中国
2,460

マレーシア
1,120

石炭灰
56,605

金属くず
90,666

再利用資材

（廃プラスチッ

ク・古紙）
6,640

中古自動車

部品
2,816

輸出(2018)
157,447トン

新潟県
64,454

北海道
23,332

福岡県

14,415

青森県

4,306
山口県

2,337

青森県

5,921
新潟県

4,492

石炭灰
106,517

金属くず
3,302

廃土砂
11,923

移出(2018)
121,757トン

2003年から
約1.9倍

※2003年197千ﾄﾝ
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酒田港が担う役割（防災の拠点）

宮海2号岸壁
（緊急物資輸送）

【既設】

出典：山形県緊急輸送道路ネットワーク計画図(平成28年4月）

高砂1号岸壁
（緊急物資輸送）

【既定計画】

臨港道路
宮海線

臨港道路
酒田臨海１号線北港地区

国道112号

臨港道路
大浜宮海線

外港地区

国道7号

展望台

コンテナ

緊急物資の仕分け
一時保管場所
トラック駐車場

緊急物資の仕分け
一時保管場所
トラック駐車場

救援・復旧基地
緊急時ヘリポート
瓦礫受入スペース

緑地 1.7ha

緊急輸送道路ネットワーク図 凡例

緊急輸送道路の分類 色 記号

第1次緊急輸送道路 青

（事業中区間） 青

（廃止予定区間） 青

第2次緊急輸送道路 緑

（事業中区間） 緑

（廃止予定区間） 緑

〈１次物資集積拠点〉
酒田港耐震岸壁

〈１次物資集積拠点〉
庄内トラックセンター

防災拠点 色 記号

地方生活圏中心都市等庁舎（1次） 青 ◎

市町村庁舎 青 ●

地方公共団体その他拠点 水色 ●

指定（地方）行政機関 緑 ●

指定（地方）公共機関等 黄緑 ●

自衛隊 茶 ●

援助物資等の備蓄拠点または集積拠点
（1次）

赤 ●

援助物資等の備蓄拠点または集積拠点
（2次）

桃色 ●

災害医療拠点（1次） 橙 ●

災害医療拠点（2次） 黄 ●

広域避難地等 橙 ○

○耐震強化岸壁は、宮海２号岸壁（既設）及び高砂１号岸壁（既定計画）に位置付けており、「山形県地域防災計画」に
基づき、緊急物資は耐震強化岸壁（宮海２号岸壁）から背後の一次物資集積拠点（庄内トラックセンター）へ輸送し、そ
こで仕分けした後、国道７号線で各市町村に輸送されることとなり、各防災施設が近接していることから円滑な緊急物
資輸送が可能である。
【山形県地域防災計画】（抜粋）
６ 港湾施設の災害予防対策・・・（中略）酒田港をはじめとする各港湾施設等の災害予防対策を講じる。
（１） ア 耐震強化岸壁の整備・・・（中略）外港地区と北港地区に耐震強化岸壁を整備する。
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●酒田港におけるクルーズ船寄港回数

５

大型クルーズ船の
受入環境整備

（直轄）

酒田港が担う役割（にぎわい空間）

○酒田港周辺には、日和山公園、山居倉庫等の観光資源がある。
○背後90分圏内にも観光資源が多く、県内観光地と連携することでクルーズ船の誘致を推進し、県内観光の振興と賑

わいの拡大を図ることができる。
○平成29年に初めて外航クルーズ船が寄港し、以後着実に寄港実績を増やしている。

鳥海山
飛島

観光果樹園

（さくらんぼ狩り）

銀山温泉

舟下り（最上峡）

加茂水族館

出羽三山

（羽黒山、月山、湯殿山）

鳴子峡

●飛島でのジオツアーや野鳥観察ツアー

酒田港からは定期船「とびしま」が運行
している。

酒田市定期航路事務所では、定期船
「とびしま」を活用し飛島ジオツアーや野
鳥観察ツアー、ミニ飛島講座を年9回程
開催し、離島観光にも力を入れている。

定期船「とびしま」イベントポスター

●「とびしま」の運行

出典:山形県観光者数調査・外国人旅行者受入実績調査

●庄内地域の観光客・外国人観光客数(千人)
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酒田港の目指す姿について

【北前酒田湊のKOEKI（交易＆公益）好循環】
酒田に根付いてきた公益の精神を引継ぎ、将来にわたり好循環を持続し、
対岸諸国などとの交流拡大の取組みを通じて新たな好循環を生み出し、
国内はもとより国際社会に貢献する『国際公益拠点港』を目指す。

基本方針１ ＜物流・産業＞ 新規貨物の創出と港湾機能の強化

基本方針２ ＜リサイクル＞ リサイクルポートの高度化

基本方針３ ＜賑わい＞ 交流機能の拡充・強化

○人口減少の中にあって観光需要の好機を捉え、交流人口拡大及び地域の活

力の維持・向上を図るため、交流機能の拡充・強化を図る。

○中国のリサイクル資源の輸入規制や鉄スクラップの需要地の遠隔化などに対

応し、リサイクルポート機能の強化、高度化を図る。

○対岸諸国の経済情勢や輸送環境の変化等に対応し、港湾機能の強化により、

新規貨物を創出し、雇用拡大をはじめとする地域経済の活性化に寄与する。

基本方針４ ＜防災＞ 安全・安心の向上

○大規模災害や施設の老朽化に適切に対応する。
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外港地区

【長期構想】
新たな貨物需要の取込み

本港地区

170m
（－10m）

130m
（－7.5m）

130m
（－7.5m）

130m
（－7.5m）

海洋レジャー空間

（-13）270m岸壁
・バイオマス燃料
・大型クルーズ船の寄港増

防波堤の配置変更

・最上川からの土砂・流木
の流入抑制
・船舶入出港の安全性配慮

「利用形態の見直し区域」の設定
（高級小型クルーズ船の受入） 凡例

：既設岸壁
：今回計画
：長期構想

（-12）230m岸壁
・原木の大型船輸出（複数港積み）
・金属くずの大型船輸出（複数港積み）
・バイオマス燃料（新規立地）

北港地区

260m
（－7.5m）

航路・泊地(-14)

(-14)560m岸壁
・コンテナ 現在：4.7万TEU

将来：7.3万TEU
・原塩の大型船輸入

430m
（－14m）

130m
（－14m）

海面処分用地
（事業45％、航路維持
浚渫55％）

××××

金属くずの集約

金属くずの集約

×
×

土地利用計画の変更
（緑地→港湾関連用地）
冷蔵倉庫 等

「利用形態の見直し区域」の設定
（モーダルシフト等に対応する新たな埠頭開発空間）

××

航路・泊地(-12)
4.3ha

（-10）185m岸壁
・陸上風力発電部材
・セメント 等

用地造成
（埠頭用地）

最上川からの
土砂・流木

×

酒田港港港湾計画（改訂案）の概要
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地方港湾審議会（令和2年１月）等における主な議論内容

○沖防波堤について

（意見）防波堤の配置検討にあたり、漁船への配慮状況は。
（回答）近年卓越している西風を遮るように港口を南北に開いた形状としている。漁協の意向を

反映した計画となっている。

○古湊３号岸壁（-12m）について

（意見）金属くずを集約して取り扱いつつも、クルーズ客に対して景観等に配慮した計画の両立
が求められるが、今回計画においてはそれらの配慮はなされているのか。

（回答）計画にあたり何度も調整を行い、利用者の意向を反映し、クルーズ岸壁と金属くず取扱
岸壁の離隔を図る計画としている。

○酒田港の利用促進の取組みについて
山形県や酒田市、各事業者の酒田港の利用促進に向けての方針が以下のとおり確認された。
・ モーダルシフトへの対応、小型の高級クルーズ船の受入れに関して、利用形態の見直し検

討が必要な区域を掲げており、その実現に向け官民で連携して取り組む。
・ 酒田港利用促進のため、ポートセールスや企業誘致、利用者等へのイ ンセンティブ事業の

実施、親水空間を活用したイベントの開催など、積極的な利用促進の取組みに努める。
・ 港の利便性向上のためには、道路整備が欠かせない。特に酒田港周辺はネットワークが寸

断されている。ミッシングリンクの解消に向けた取組みに一層努める。



リレーションシップ ID rId7 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

【目的】

静脈物流の拠点となる港湾におい
て、循環資源取扱のための重点的
な取り組みを推進

＜取扱循環資源＞

金属くず、古紙、廃自動車、

廃家電、廃プラスチック等

【期待される効果】

循環型社会の構築

環境負荷の軽減

リサイクルコストの低減

臨海部産業の活性化

【リサイクルポート施策】

岸壁等の港湾施設の確保

積替・保管施設等の整備に対す
る支援（補助金、補助率1/3）

循環資源の取扱に関する運用等
の改善

官民連携の促進（リサイクルポー
ト推進協議会との連携など）

リサイクルポート施策の概要

○リサイクルポートとは、循環資源の広域流動の拠点となる港湾であり、これまで22港を指定し、積替・保管施設等の
整備に対する支援や官民連携の促進等の施策を進めてきている。

○近年は、循環資源を取り巻く社会情勢や港湾に求められるニーズが変化してきていることから、2017年に国土交通
省港湾局が「リサイクルポート施策の高度化研究会」を設置して施策の方向性を検討し、現在は主要課題ごとに各
部会で検討を深化。

9

リサイクルポートとは
リサイクルポートのイメージ

リサイクルポート指定港（22港）

リサイクルポート施策の高度化

リサイクルポート施策高度化研究会
（2017年11月～2018年3月）

①鉄スクラップ資源の国際流動
［国際資源循環部会（2018年7月～）］

②港湾を活用した災害廃棄物の広域処理
［災害廃棄物処理検討部会（2018年7月～）］

③港湾における産業副産物の利用促進
［産業副産物等利用促進連絡会

（2018年12月～）］

【課題】 国内の潤沢な鉄スクラップ資源の
主要輸出先（韓国、中国）での鉄鋼蓄積進
行により、東南アジアや南アジア等の新規
市場への販路開拓が必要

【課題】 首都直下地震等では、円滑な復
旧・復興のため、域内で処理しきれない木く
ず等の海上輸送を伴う広域処理が必要

【課題】 臨海部の基幹産業で発生するスラ
グ等の副産物について、その特性を活かし
た工事等での利用など、安定的な利用先の
確保が必要



リレーションシップ ID rId7 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

鉄スクラップの発生と海外輸出の動向

○加工スクラップ（機械、電機、車両、造船その他の工場等の加工過程で発生する鉄スクラップ）及び老廃スクラップ
（使用済み鉄製品から発生する鉄スクラップ）は、2018年には3,628万トン発生し、そのうち約80％が国内で電炉によ
り再利用され、残りの約20％が海外に輸出された。

○市中スクラップ発生量は今後も現状程度と見込まれており、国内での電炉による粗鋼生産量は減少傾向であること
から、鉄スクラップの海外輸出は今後も現状程度で推移すると考えられる。

10

国内利用

海外輸出

スクラップの国内発生

市中スクラップ発生源 (2018年）

出典：日本鉄源協会「鉄源年報」を基に
国土交通省港湾局作成

老廃スクラップ
2,625万トン

鉄鋼蓄積量とスクラップ発生量の推移

約２割

約８割

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

電炉粗鋼生産量

（万トン）

電炉による粗鋼生産量

鉄スクラップ輸出量

年

出典：日本鉄源協会「鉄源需給基礎情報」を基に国土交通省港湾局作成

年

出典：財務省貿易統計を基に国土交通省港湾局作成
※自家発生スクラップ（製鋼メーカーの製鋼・加工過程で発生する鉄スクラップ。市中に流通しない。）は含まない。

出典：日本鉄源協会「鉄源需給基礎情報」を基に国土交通省港湾局作成

加工スクラップ
814万トン

その他
147万トン
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鉄スクラップの発生と海外輸出の動向

出典：港湾管理者調べを基に国土交通省港湾局作成

鉄スクラップ輸出港(2018年）

鉄スクラップ輸出先の将来展望

○鉄スクラップは全国の港から主に中国・韓国に輸出されてきたが、近年はベトナムやバングラデシュ等にも輸出されて
いる。

○鉄スクラップに関する近年の動きとしては、中国の雑品スクラップ輸入が2019年に禁止されたことに加え、近い将来韓
国が鉄鋼の蓄積に伴い鉄スクラップの輸出国に転じると見られている。

○このような状況下、将来我が国からの鉄スクラップ輸出が滞ってしまうと鉄資源が循環しなくなる懸念があることから、
大型船での遠隔地への輸出等により今後も安定した鉄スクラップの輸出を維持することが求められている。

290

615 603 572
681

758 765
645

544

940

646
544

859 813
734

784
870

821
740

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

韓国 中国 台湾 ベトナム バングラデシュ その他

（万トン） 鉄スクラップ輸出量・輸出先の推移

バングラ
デシュ

： 現在の主な輸出先
： 近年増加している

輸出先
： 今後期待される輸

出先

出典：財務省貿易統計を基に金属くずを鉄スクラップとして国土交通省港湾局作成

全国計
約829万トン

平良

石垣

11
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台 湾

境

酒 田

能 代

石狩湾新※

中 国

韓 国

東南アジア

酒田港における鉄スクラップ輸出に係る取組（案）

12

：積出港
：仕向国

○経済成長著しい東南アジアでは建設資材の需要拡大に伴い鉄スクラップの需要が増えており、酒田港周辺のスクラッ
プ事業者においては大型船による東南アジアへの輸出を検討しているところである。

○酒田港においては、官民の関係者が鉄スクラップ輸出の効率化に係る調整を行うための勉強会の立ち上げを予定
（令和２年３月）している。

○酒田港・能代港・境港・姫川港の日本海側のリサイクルポート４港は、従前より意見交換会を毎年開催しており、その
場には各港に立地するスクラップ事業者も参加している。今後、本意見交換会に日本海側港湾で鉄スクラップの輸出
を行う商社を招き、共同輸送（合積み）に関する意見交換等を行うことを通し、鉄スクラップの輸出効率化に向けたビジ
ネスパートナーの創出を図る。

96,568 

21,236 

75,677 

10,400 

6,910 

2,907 

14,989 

11,000 

97,660 

3,100 
3,150 

24,005 

0
20,000
40,000
60,000
80,000

100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000

石狩湾新 能代 酒田 境
韓国 中国 台湾 インドネシア ベトナム バングラデシュ

236,143

27,243

90,666

13,550

各港の国別鉄スクラップ輸出量（２０１８年）

：仕向先（韓国）
：仕向先（中国）
：仕向先（台湾）
：仕向先（東南アジア）
：輸出構想イメージ

※酒田港から金属くずを輸出を行う商社は、
石狩湾新港におけるスクラップ事業者と既に
取引を行っており、石狩湾新港との連携も
考えられる。

連携イメージ

※港湾統計を基に「金属くず」を「鉄スクラップ」として作成
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災害廃棄物の発生と処理フロー

○地震や豪雨等に伴い発生する災害廃棄物の円滑かつ適切な処理は、被災地の復旧・復興のために必要不可欠。

○災害の規模に応じて災害廃棄物の処理体系は異なるが、処理フローは「被災現場 → 一次仮置場 → 二次仮置場
→ 受入施設」の流れが一般的であり、港湾も仮置場や広域処理の拠点の役割を果たしている。

13

災害名 発生年月 災害廃棄物量 処理期間

東日本大震災 2011年3月
約3,100万トン

（津波堆積物1,100
万トンを含む）

約3年
（福島県を

除く）

阪神・淡路大震災 1995年1月 約1,500万トン 約3年

熊本地震 2016年4月 約289万トン 約2年（予定）

新潟県中越地震 2004年10月 約60万トン 約3年

広島県土砂災害 2014年8月 約58万トン 約1.5年

伊豆大島豪雨災害 2013年10月 約23万トン 約1年

関東・東北豪雨
（常総市）

2015年9月 約9.3万トン 約1年

出典：環境省資料より （出典：環境省HP「災害廃棄物対策をめぐる動き」）

（出典：「東日本大震災等の経験に基づく災害廃棄物処理
の技術的事項に関する報告書」（平成29年3月 環境省
廃棄物・リサイクル対策部））

過去の主な自然災害における災害廃棄物の発生 災害廃棄物の処理体系

災害廃棄物の処理フロー
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港湾を活用した災害廃棄物の広域処理

○港湾は、災害廃棄物の積み替えや海上輸送の拠点としての機能を有しているほか、港湾周辺にはバイオマス発電
所やリサイクル業者等の災害廃棄物の受入施設が多く立地している。

○2017年熊本地震の際には、熊本港内に廃棄物の受入・分別処理のための仮置場が設置されるとともに、分別され
た木くずは新潟県姫川港まで海上輸送されバイオマス発電の燃料として利用された。

港湾での積替、海上輸送 港湾周辺の受入施設（木くず等）

【事例】 熊本地震における災害廃棄物の処理

14

• コンテナ（写真左）

やバラ積み（写真

右）等、受入先や

利用港湾の条件

に応じた荷姿での

海上輸送を実施。

• 遠隔地の廃棄物焼却施設、バイオマスボイラー・発電所、木材

製品加工業等で焼却・利用。

• 各港湾での港湾管理条例や廃棄物処理法等に基づく取扱によ

り、円滑な港湾利用が確保できない事例あり。

• 熊本市は、熊本港内に二次仮置場を整備し、廃棄物の受入・分

別処理を実施。

• 分別された木くずを熊本港及び八代港から新潟県姫川港に海

上輸送し、バイオマス発電の燃料として利用。

木くずの輸送ルート 姫川港での受入 木くずの破砕廃棄物の分別主体：熊本市
場所：熊本港の埋立地（県有地）
期間：2017年3月～2018年6月

受入品目：木くず、金属くず、可燃物、不燃
物、

石膏ボード等
分別後の処理の例：
可燃物→市内焼却施設
不燃物→市内・県内、大分・宮崎の処分場
木くず→県内・新潟・岩手・高知でリサイクル
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酒田港における災害廃棄物の広域処理に係る取組
○近年の災害の甚大化に伴い、被災時に発生する災害廃棄物への処理の対応が課題となっている中で、酒田港近隣

のリサイクル事業者においては、金属くず、廃自動車等の災害廃棄物を受け入れた実績がある。

○酒田港周辺には多くのリサイクル産業が集積しており、その強みを活かして、港湾管理者が主体となり災害廃棄物
の広域処理の要請に対応できる港を目指すこととしている。

15災害廃棄物運搬導線イメージ

受入岸壁
（宮海2号岸壁）

外港地区

仮置場

受入岸壁
（高砂2号岸壁）

酒田港近隣に立地する
リサイクル産業

被災地

バラ積み輸送

コンテナ輸送

受入側
木くずの
チップ化

バイオマス
発電

有価物としての
燃料利用

リサイクル材
として活用荷役

利用可能な
品質に加工

酒田港近隣における災害廃棄物の活用可能性

災害廃棄物の広域処理のイメージ

東日本大震災の廃棄物搬出状況
（酒田市へ搬出）

廃棄物受入れ状況（酒田市焼却処分）

災害廃棄物
受け入れ実績あり

木くずをバイオマス
発電に活用

仮置き

バイオマス発電（予定）

廃自動車、廃プラ
リサイクル化
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移 出
280,657トン

窯業品

106,517トン

石材

99,091トン

(35.3%)

非金属鉱物

37,908トン

(13.5%)

その他

37,141トン

(13.2%)
新潟県

64,454トン

北海道

その他
新潟県

71,305トン

新潟県

15,527

トン
その他

輸 入

2,038,772トン

石炭

1,800,692トン

(88.3%)

薪炭

88,894トン

(4.4%)

その他

149,186トン

(7.3%)

オーストラリア

1,167,172トン

ロシア

347,624

トン

中国

285,876

トン

カナダ

62,193トン

その他

輸 出

309,516トン

その他日用品

134,784トン

(43.5%)

金属くず 90,666トン

(29.3%)

窯業品

56,605

トン

(18.3%)

その他

27,461トン

(8.9%)

中国

115,960トン

ロシア

その他

韓国

75,027トン

台湾

韓国

56,605

トン

貨物取扱状況

○大宗貨物は、石炭（輸入）、石油製品（移入）、その他日用品（輸出）、再利用資材（移出）である。
○石炭は、酒田港内に立地する石炭火力発電所の発電用燃料としてオーストラリア等から輸入。
○石油製品は、市民生活や事業活動に利用されるガソリン・灯油等を北海道等から移入。
○その他日用品はベビー用紙おむつを中国等に輸出。
○再利用資材は石炭火力発電所より排出された石炭灰をセメント材料として新潟県等に移出。

16出典：酒田港港湾統計年報

酒田港の総取扱貨物量の推移 酒田港取扱貨物量の品目別内訳（2018年)

【既定計画（2006年）との相違（対2018年）の要因】

●内貿RORO貨物（既定計画：530千トン）

長距離トラック輸送貨物が内貿RORO貨物に転換することを見込んでいた
が、RORO船輸送が実現しなかったことによる減。

●石材（既定計画：705千トン）

公共事業等の減少により、石材の移出が見込めなくなったことによる減。

●とうもろこし（既定計画：269千トン）

他港を経由して輸入されている飼料（とうもろこし）について、酒田港を拠点
にして直接輸入する計画があったが、それが実現しなかったことによる減。

＜内訳＞
内貿RORO ： 移出-399千トン、移入-131千トン
石材 ： 移出-520千トン
とうもろこし ： 輸入-269千トン 等

■移入 ■移出 ■輸入 ■輸出

移 入

653,955トン

揮発油

340,602トン

(52.1%)

セメント

120,584トン

(18.4%)

原塩

66,700

トン

その他石油

42,356トン

(6.5%) その他

83,713トン

(12.8%)

北海道

277,569トン

茨城県

新潟県

その他

その他

広島県

66,700

トン

北海道

17,569トン
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輸 出

15,848TEU

輸 入

9,473TEU

その他日用品

13,448TEU

(84.9%)

再利用資材

664TEU

(4.2%)

その他製造工業品

360TEU (2.3%)

自動車部品

264TEU(1.7%)

電気機械

197TEU (1.2%)

その他

915TEU (5.8%)

中国

11,596TEUロシア

1,164TEU

5カ国

688TEU

中国 246TEU
8カ国
9カ国
9カ国
8カ国

その他

繊維工業品

1,465TEU(15.5%)

紙・

パルプ

1,310TEU

(13.8%)

製造食品

1,005TEU

(10.6%)

木製品

971TEU

(10.3%)

化学薬品

701TEU

(7.4%)

その他

4,021TEU

マレー

シア

674

TEU

5カ国

アメリカ

1,310TEU

中国

789TEU

9カ国

フィリピン

955TEU

2カ国

9カ国

中国

642

TEU

貨物取扱状況（コンテナ）

○大宗貨物は、その他日用品（輸出）、その他繊維工業品（輸入）、紙・パルプ（輸入）。
○その他日用品は、ベビー用紙おむつを中国等に輸出。
○その他繊維工業品（不織布）及び紙・パルプはベビー用紙おむつの原材料としてアメリカ、マレーシア、中国等より輸

入。

17

コンテナ取扱個数の推移（空コン含む） 外貿公共コンテナ取扱個数の内訳（2018年）
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計画貨物量の設定

総取扱貨物量推計

○新たなバイオマス発電所の稼働が2022年に予定され、燃料のペレットとPKS、石炭（補助燃料）の取扱増加が見込
まれる。

○東南アジアの人口、工場立地の増加に伴い、水の利用量の増加が見込まれ、水の殺菌・消毒のための高度さらし
粉の輸出及び原料としての原塩の輸移入の増加が見込まれる。

○中国、ロシア、マレーシア等の富裕層の増加を受け、おむつ需要が増加に伴い、その他日用品の取扱増加が見込
まれる。

○中国で梱包材、建築資材、家具等の需要が増加に伴い、原木輸出の取扱増加が見込まれる。

18

今回計画(2033年）の貨物量内訳

【輸入】 ・バイオマス発電事業に伴う燃料用のその他林産品、薪炭の取扱増加
その他林産品（2018）6.2万㌧ → （今回推計）36.0万㌧ 【+29.8万㌧】
薪炭 （2018）2.7万㌧ → （今回推計） 5.0万㌧ 【+2.3万㌧】

・水処理用の高度さらし粉製造のため、原塩の取扱増加
原塩 （2018）1.4万㌧ → （今回推計）10.0万㌧ 【+8.6万㌧】

【輸出】 ・中国等の富裕層向けのおむつ需要の増加（コンテナ貨物）
その他日用品（2018）13.5万㌧ → （今回推計）24.9万㌧ 【+11.4万㌧】

・中国向け木材の取扱増加
原木 （2018）0.0万㌧ → （今回推計） 2.2万㌧ 【+2.2万㌧】

【輸出】 【輸入】 【移出】 【移入】
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261

(万トン)

2018年 2033年

(目標年)

345

252

既定計画

(H30年代前半)

コンテ

ナ貨物

30.5再利用

資材

16.3

金属くず

9.5

原木

2.2

【輸出】

59万トン

石炭

184.7

その他林産品
36.0

コンテナ

貨物
18.8

原塩
10.0

薪炭
5.0

その他
2.1

【輸入】

257万トン
石油

製品
38.3

セメント
15.4

重油
3.8

原塩

3.4

石灰石
2.4 その他

4.2

【移入】

68万トン

石材
18.6

再利用資材
16.1

非金属鉱物
4.0

化学薬品
2.4

金属くず 0.5
その他 0.8

【移出】

43万トン
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計画貨物量の設定（コンテナ）

○中国、ロシア、マレーシア等の富裕層の増加を受け、おむつ需要が増加に伴い、その他日用品の取扱増加が見込
まれる。

【輸出】
・中国等の富裕層向けのおむつ需要の増加

その他日用品（2018）13,448TEU → （今回推計）24,888TEU
【+11,440TEU】

今回計画の貨物量内訳

【輸入】
・おむつの原材料である木材パルプ、不織布の増加

紙・パルプ （2018） 1,310TEU → （今回推計）2,659TEU
【+1,349TEU】

その他繊維工業品（2018） 1,465TEU → （今回推計）3,160TEU
【+1,695TEU】
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中国
22,474

ロシア
1,640

マレーシア
354

中国
937

その他日用品
24,888

再利用資材
1,452

化学薬品
680

その他
2,542

【輸出】
29,562TEU

中国
2,355 タイ

347

マレーシア
317

その他
140

アメリカ
2,659

中国
1,221

タイ
153

中国
580

韓国
212

韓国
462

中国
290

フィリピン
965

その他繊維工業品
3,160

紙・パルプ
2,659

製造食品
1,515

化学薬品
949

その他化学工業品
893

木製品
996

その他
5,254

【輸入】
15,426TEU
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港湾計画変更内容（本港地区）

公共埠頭計画（既設の変更）
水深5.5m 岸壁1バース 延長180m
（物資補給岸壁）

公共埠頭計画（既設）
水深5.5m 岸壁1バース 延長180m
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外郭施設計画（既定計画の変更計画）
防波堤 一部撤去

既定計画 今回計画

外郭施設計画（既定計画）
防波堤 撤去
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港湾計画変更内容（北港地区）

既定計画 今回計画

水域施設計画（既設の変更） 泊地
水深12m 面積3.2ha
※水深12mに対応する船舶は岸壁前面で回
頭出来ないため、 入船で入港し、泊地(-13)
及び航路・泊地(-14)で回頭し、出港する。

水域施設計画（既設の変更）
泊地 水深14m 面積76.0ha

水域施設計画（既設）
泊地 水深13m 面積42.0ha

専用埠頭計画（既設）
水深13m 岸壁1バース 延長270m

水域施設計画（既設の変更）
泊地 水深12m 面積1.3ha

公共埠頭計画（既定計画）
水深10m 岸壁1バース 延長170m
水深10m 岸壁1バース 延長240m
埠頭用地 5.5ha

将来構想（既定計画の変更）
公共用地 5.5ha

公共埠頭計画（既設の変更）
水深12m 岸壁1バース、延長230m

専用埠頭計画（既設の変更）
水深14m 岸壁1バース 延長270m
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公共埠頭計画（既設）
水深10m 岸壁1バース 延長185m

公共埠頭計画（既設）
水深7.5m 岸壁1バース 延長130m

公共埠頭計画（既設の変更）
水深7.5m 岸壁1バース 延長130m
（物資補給岸壁）
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港湾計画変更内容（外港地区）

既定計画 今回計画

水域施設計画（既設）
航路 水深14m

外郭施設計画（新規計画）
防波堤 延長600m
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港湾計画変更内容（外港地区・北港地区）
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既定計画 今回計画

廃棄物処理施設用地（新規計画）
埠頭用地（海面処分・活用用地） 1.4ha


